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2025 年度 当社取締役会の実効性評価について 

 

 

 当社は、取締役会に期待される機能が適切に果たされているかを検証し、取締役会の機能

向上と活性化を図ることを目的に、毎年その実効性を評価しております。2025 年度につい

ては、実効性を一段と高める方策の進捗状況を踏まえ、以下の項目について評価を実施して

おります。 

 

記 

 

１． 取締役会の構成 

社外取締役の人数や割合、構成において、公正かつ実質的な議論をする上でのバランス

が保たれている。 

社外取締役及び監査役は他社での経営経験を有する者など多様な経験と専門性を有す



るメンバーからなり、社内取締役については当業界に深い知見を有する者を中心に構成

されており、適正な体制が維持されている。 

2024 年 6 月 27 日開催の定時株主総会にて新たに社外取締役 1 名が追加選任されたこ

と、2025 年 6 月 25 日開催の定時株主総会にて取締役 3 名が退任したことにより、コー

ポレートガバナンス・コードにおいて求められている「独立社外取締役２名以上、取締役

の３分の１以上」を充足している。 

 

２． 開催頻度・時間 

開催頻度、時間などについては適切な運営がなされている。 

  定例取締役会とは別に審議議案の重要性、緊急性等に鑑み、柔軟に臨時取締役会を開催

している（２０２５年度については臨時取締役会を８月に開催）。 

 

３． 付議事項 

付議事項の数や内容、付議のタイミングなどは概ね適切である。 

 

４． 資料 

資料は質的にも量的にも概ね適切である。 

 

５． 討議の状況 

迅速かつ柔軟な意思決定がなされているが、以下の点について、更なる改善が引き続き

必要である。 

中期経営計画、利益計画等に関して、その進捗・達成状況を踏まえた対策が十分議論さ

れていないとの意見がある。事業内容とそのリスクについても、個別に、より具体的に議

論する場があってもよいとの意見がある。また、取締役会において社内取締役が必ずしも

積極的に議論・意見交換を行っているとは言えないのではないかとの課題については、社

内取締役が３名となったこともあって、これまでに比して自由闊達で建設的な議論がな



されるなど改善が進んでいる。 

 

６． 取締役・監査役に対するトレーニング等 

特に新任取締役については、経営力強化研修に参加するなど更なる研鑽を積んでいく

べきとの指摘を踏まえ、引き続き必要な機会を提供することが重要である。 

また、サステナビリティへの取組等も含めて、株主・投資家を始めとするステークホル

ダーからの期待への対応の重要性が今後ますます増していくことから、各取締役・監査役

がその役割と責務を果たす上で必要な知識や情報を取得するためのサポート体制を強化

していくべきである。 

 

 

 

以上 

 


